
〈書面手続による場合〉〈書面手続による場合〉

〈電子申請による場合〉

外務省ホームページ外務省ホームページ をご参照ください。をご参照ください。

令和５年３月２７日以降に旅券を申請し、発行後６ヶ月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後５年以内に新たな
旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。　

（残存有効期間同一旅券の申請もできます。）

残存有効期間同一旅券
（記載事項変更・査証欄余白なし）

（残存有効期間同一旅券の申請もできます。）

業務
スーパー

むつ中央支店

市民図書館



＊提出された写真は旅券に転写
　されます。
＊提出された写真は旅券に転写
　されます。

※過去に申請後に旅券を受領しなかったことがありますか。　  　□ある　□ない
※旅券の所持歴はありますか。□ある（以下に最後の旅券について記入）　□ない
※過去に申請後に旅券を受領しなかったことがありますか。　  　□ある　□ない
※旅券の所持歴はありますか。□ある（以下に最後の旅券について記入）　□ない

＊裏面に氏名を記載してください。＊裏面に氏名を記載してください。

（過去5年以内に申請した前回旅券を受け取らず、その旅
　券が失効した場合は、通常より高い手数料を徴収します。）
（過去5年以内に申請した前回旅券を受け取らず、その旅
　券が失効した場合は、通常より高い手数料を徴収します。）
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